
【法６条１号関係】（運営規程２条〈1頁〉）

・申立前の窓口相談の勧奨（運営規程１７条〈８頁〉）　担当者：窓口相談係

【法６条８号，１５号関係】

・申立書提出（運営規程１７条〈８頁〉）

・申立手数料１万５０００円（現金納付）（運営規程４０条〈２３頁〉）

【法６条９号，６号関係】

    （運営規程２２条〈１２頁〉）

資料の取扱い

ＡＤＲ調停人選任順位規程

応　諾

（運営規程２０条〈１１頁〉）

民間紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法の概要

相手方への通知・確認

・窓口相談料１万円（現金納付）（運営規程４０条〈２３頁〉，ＡＤＲ窓口相談運営規程）

（運営規程１４条〈６頁〉）
理事長

【法６条８号関係】

（運営規程１９条〈１０頁〉）

説明【法１４条関係】

（運営規程２１条〈１１頁〉）
説　明（対Ｂ）

・申立書写し，回答書等郵送（配達証明郵便）
（運営規程２１条〈１１頁〉）

　成立手数料【法６条１５号関係】

（運営規程３２条〈１９頁〉）

　手続実施者による終了【法６条１３号関係】

　（運営規程３３条〈２０頁〉）

　（運営規程３３条〈２０頁〉）

当事者による手続の終了

【法６条１２号関係】

　配達証明郵便【法６条６号関係】
通知（対Ａ・Ｂ）和解契約書作成

・公正な手続実施を妨げるおそれのある場合【法６条３号関係】
（運営規程２２条から２６条〈１２頁から１５頁〉）

・実質的当事者等，子会社等を当事者とする紛争【法６条４号関係】
（運営規程２３条〈１３頁〉）

・公正な手続実施を妨げるおそれのある場合【法６条３号関係】
（運営規程２２条から２６条〈１２頁から１５頁〉）

通知（対Ａ・Ｂ）

　（運営規程４４条〈２６頁〉）

（運営規程３１条〈１８頁〉）

・調停開始手数料【法６条１５号関係】

中小企業の事業承継に関する法的紛争

説　明（対Ａ）

（ＡＤＲ事務所受付窓口）

Ａの申立

Ｂの離脱

Ａの取下げ 合意（和解）成立

・実質的当事者等，子会社等を当事者とする紛争【法６条４号関係】
（運営規程２３条〈１３頁〉）

打ち切り

（運営規程２９条〈１７頁〉）

必要に応じ，調停期日外手続

（運営規程２７条〈１５頁〉）

第３回調停期日

説明【法１４条関係】（運営規程１６条〈８頁〉）

・説明者：事業部長

受理
紛争解決手続の開始

事業部長による調停人の選任

事業部長案件審査
（運営規程１８条〈１０頁〉）

・回答書の提出（運営規程２１条〈１１頁〉）

第１回調停期日決定

（運営規程３６条〈２１頁〉）

（運営規程２８条〈１６頁〉）

（文書等管理規程）

第１回調停期日

第２回調停期日

３回分の調停期日開催手数料４５万円

（運営規程４１条〈２４頁〉） 於：事業承継ＡＤＲセンター調停室

（交互面接又は同席調停）

２０万円（運営規程４１条〈２４頁〉）

・調停期日開催手数料【法６条１５号関係】

【法６条１０号関係】

【法６条２号，３号関係】

（運営規程２２条〈１２頁〉）

・期日通知書郵送（配達証明郵便）

【法６条９号，６号関係】

調停人甲

　　　〈調停人候補者名簿〉
甲

乙

丙
・
・

調停人甲

手続の進行【法６条７号関係】
（運営規程２７条から３０条〈１５頁か
ら１８頁〉）
（事業承継ＡＤＲ調停指針）

　〈調停補佐人候補者名簿〉

甲

乙

丙
・
・

調停補佐

相手方Ｂ

調停人選任 調停人候補者選任

就任

調停補佐人選任


	Sheet1

